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平成30年度書記官事務等査察の査察結果報告書
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(俄細三》

1人刀エの闘怠点』 ． 、

類似の指摘事項をまとめて分析する増合など･複数の欄をまとめて配鮫する必要がある塙合であっても.セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な罷載方法は別添の入力例を参照してください．
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査察庁名 被査察庁名 本庁･支部 事件租嗣 壷察事項 指摘事項 腺題等 ､事務処理上の改普策
卓

フォローアップ 備毒

士醍寓鱈 大匿地裁 本庁 碑． 141その他

配麹こついて.事件妃徴の返還予定日を大卿ご便通
して運丑の処理がされており.定期的に厘鋒出納簿の
点検がされておらず.かつ率に配蛙が遥遍された時
に『五五年月日｣. 『運■厘伍受懐印』密の鹿伍･押印
がされていないと思われるものが欺見された.r柵■誼
反(保管送付通速記露1の劇2匹)】

← ■

嗣画平日のため1こゅ仔醒陣出圃淳〔巴下『出朝扉』と

いう.)により巴卸を侭り受I雄垣伺官郎その…卑
禰日鯵で使用し､期日健了後.担当B紀宮の手篭こ事
実上運遼されていたことから.担当魯肥官にとってそれ
が価用肥偉であるのか分かりづらい栓触にあり,出納
簿の返遼年月日及び函記母畳図印梗の亜”敵塁れ
がちになっていた。ま亀部内で出納鎌の囮戟を定期
的に点検しておらず,還宜の時朔に18m図れに気付く
ことのできる事務ﾌﾛｰとなっていなかった.戴判官･魯
記官において.出輪遼による倦用配卸の頭の亙要
性について■■が偲力宅た． ．

●

哩官に匿え.E慨を手注し等することを徹底するよう値
■し個内で週2園.出鮒簿の凪、を碇丘するよう事厨
ﾌﾛｰを改曽したbまた.出輪簿の慶紐'二戴判官に対
する上腿惚頒事項(伍用配働を退避するP牲担画写亜
官等に乎遠すか.配録を提示して<麓さL,.〕と罰兜同踊
納鱒の配鰹を砿鹿する事蘭フローを注冠毎きした．

砿五厩斤における左配の享踊処現上の政唇憲の定号

検現を椹侭するために‘麦察真晦から査南結墨轍告ま
での状履についても鞄告させた．

大届寓鞍 神戸地載 本庁 民事 14雁の他

邑巫汗の犀固反睡式の実轟要観におい起固に■
えおく録音反駅方式利用事件一鷺衷(以下『ー覧昼』と
いう.)の完成通知期限梱に宴哩墨釦型四を匝圃Lそ
百理することになっているが.その配載がされておら
ず,都においてどのように完成通釦の編眼を管理して
いるのか判黙とLなかった．

各徹員が優先的臆反風初筏の点検を行い.通鯨2．
3日中には完虞圃知が行われていたことから.一覧＆
により部内の愉紐を集釣し､完成通知圃圃を一括して
管理する必要性について.主任■妃官を含む騨貝の
題解が不足症いた．

摩r面≦ グ司一″9－のじ･と、西国園0一周し、画内W元■型

遍知期風に因ずる愉紐を一覧澄に粛豹し煙する必
要性を周知L･週に1回の創合で.主任g妃官が一寛
表に配欧餌れがないか確箆するようにした．

状呪を把圃するために.憂画実施から査爾総果粕告室
での状況についても個告させた．

大唾篭 大室埴竃 本庁 民事 【4淫の他

君と硬当垂は.車件記働とは別lご保管することになっ
てL,るが.これらを典に俣管していた．

日田客と配昌寝を車件妃像と共に律曽するという安易
な方劉二戻ってL産い､主任客屋官においてもその媛
現を把■していなかった.関”写の哩金などにより
外罰握■えいする愈険性とその翰昼の宣大性につい
て.各■日の哩■が不艮Lてい姪

ともに.量つぎの瑛圃箱に各自硯壁画目画室型2哩些
表を入れて保管することとした.また.隈内の車務処理
要個にその旨を厘吐L､上哩缶国方途が引き経がれる
ようにした.．

戦現を栂図するために.轟寓実施から登寮轄星報告ま
での戦現についても報告させた

士睡右鈎 神戸家戴 本庁 家本 路の他

、へ再一騨可ロー刀画四国｡『二・二詞弄師勾■”弓■四pJU－輯

付された葛■軸■対象文■を取り外し.申合せでは曳
舟にすべきところ,事件記降の徳3分園に岡てつしてぃ
た。

車合せの閃短は行っていたものの.画負の理解が不

足してい姪また.後任署も箆固を輯交し.前任者に徳
鹿Lた上で必要な撞伍審厘畦おくぺ倉であったが.日
緋婁鷺に追われてで曾てL,なかった.秘■倫包の函
の宣要性が瑠卿壷ていなかったと甘える． ． ， ．

『

害“て■貝に駁明Lた上釜て嘩貝が申合丑の困
日を正しく理解し,統一Lた事＆処琿が■麟して行わ
れるよう楢ULた.また,田係■田にも今回の率例を伝
えて画随の共有化を図っ蛭さら曙■窟身入研修$呂
おいても.今回の掬筏の■目を盛り込んだ便明を行う
予定である．

緩蕊穐鼠蕊彊圃言~諒夏馬淀蓋顯夏繭息蚤
での松現についても岨告させた．
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申｡

緬侵切手

銀L,に田する

｡ーF■ーーー百g■ロー一両■守一マーーー面■■

所力唾れた鯨状.圃便識麹軽告害
■－－ｰロPp も首グー

及び年金分制のた

認言覇蕊昏覇司辱露雰砺刃記寮了圃存
に代わる容判の庫本は保存期間が30年であるところ．
商事倖の原本を因巳原本つづりで保存L"保存期朋を
30年とLているものがあった.また別の原木つづりで
保管しているものの.合庫に相当す&容判の保存期間
“0年と侭竃しているものがあった．

園画素藤繭亭覇亜厨軍而露羅面菌軍百頁
生年月日であるところ.予軸郵便切手保存旬の田年月
日田の毘戟がないものがあった．

いをしなかつたものである.原告本人が知っているかど
いが至ら唯曲‐たという点で理解が＋泳な

かつたことから,多角的な検肘ができるよう視点を付与
する必要がある．

函蒔お葱菖認蓬…毒弓薩零
原因と毒えられる．

酉蒔而…百F面面百で寮屋Xあ毒唐亙亡
乱
飢
､たところ．
保存■の

C 七

その後も保存函鼻甑の虐竺はLていた

毘画録十分に画厘Lていなかった．

べきかを■増で穣肘させ．
墨理で宮る回勢を豆えた．

裁判官とも也阻L$て追切に

悪霊悪蕊醗繍需湧蔬
保存鋤三は通遼1二定められた偲存期問を正副ﾆ紀鼠
するよう拓導した．

葆宥画而函冤亙颪晒奄歸毒乖耳置露
陣の表転寝に厘載要領を貼付して注竃喚起した．

状現を把掴するために.壷寮実施から壷爾結県輯脅ま
での検呪についても輯告させた．

蕊騒爾露蕊露燕羅
での状現についても粗告させた．

覆蚕薦芹辰否汗冨走面あ軍輌…盲再面而萱百
状呪を把樫するために.麦寮実箆から衰璽轄果報告ま
での検現についても岨告させた．

一

士醸立動 大津家載 本庁 家率 14闇値

飼五礪託の瓢託先から残圏尋が返送された事案で．

予納郵便切手管理袋の①年月日楓に返送された日，
②浅要団にr運送(●●からの残余瓢券)｣.①馴鞄･予
軸釦厘循遍鈷された切手の鐘④宛興四に壷遁画レ
還送前の残画の合計麺がそれ郡寵入され.⑤印■
に担当香配官の押印があり.①が…が1行で肥
欧されていた．

郵弄の厘囲については周知を行っていもものの.卿何

通遠の理解.輪I部主任■巴官による受入れ及び払仕
し並びに係害配官による受頓』の理解が不十分であっ
た．

膏配官軍のﾐ詔ﾝグにおいて郵辱通運を示して脱
明Lた･さらに.肥睡圃において垂■どおりの処理が
なされているかを特に宜窟して碗配するようにした．

甑五懸汀にお1丁も正記の亭碕処理上の改番粟の定着
伏現を把田するために.盗癖実蝿から竃察納異輯告ま
での伐現についても較告させた．
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(最蛇三）

L

Lハ必エUJ画思思』 。 、

類似の掬摘事項をまとめて分析する塙合など‘複数の欄をまとめて配職する必要がある増合であっても，
その他の具体的な肥職方法は別涌の入力例を参照してください。

セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

垂室室生査察庁名

一一＝ －－－－

被査寮庁名 ＊庁･支卸 事件種別

－

･査察事項

大露毒衝 垂勉昼 本庁 荊奉 '4淫の他

ﾏﾏ ﾏﾏ ＝守 ＝ ■ 可一一可一

段画された■刺新支軸■和二インストールされた官戸
圏■ｼｽﾃﾑに保存されている厩人辱同等巴卸角郊
件盈定後専も璃壷されずに保存されているものがあっ
た･逼逮迩反(平成29年8月31日付け甸儲局長専通
■『翫腿等図係人の母間.供達等の毘卸蝿体への保
存等に閥する軍繭の政檀Lvこついて｣鰯瞭Sの2の(2）

一一マーーーマー ママ－1■■‐＝ク■ ｡■■ー▼一年－■ーー弓一一 ■ー…一万

ることを■唖る鐸がある．
ロ ーロー『 ナユ面Bーｰ『一

嗣事全か御をSグ吟式
肺を徳丘させた．

二分け.各グループごとに剛
ロー◆ー『ー戸｡･一U一一一一四一壱■JjFニヮグ…ロFこ

しての対応につい屯再検肘を袖示し.その検肘戴果
(再見防止値の検酎靭について■告させた．

大願宜鉢 神戸地蔵 本庁 刑事
13庫件の逮行管
理にあ要な傭躯の
共有に閲する事項

ーﾛ了ロター■Jm－B－FV‐し合＝”画竜己■〃'二画.Eｰ酉

麺行管理が十分ではない魅があった． r事件逮行管画の力懐について』の■旨を曲まえた嚢
行管理について.できる田り各翻敏一Lた取組を行う
必■がある．

。ー・『…ローｰ訂U『･‐ｰ5－千.画杷一Ur－エーマ延甸祠し

て.■判官と■田官等力ゆ釦する月例電寺イングの
庫に逸行犠現管団を行い.その実“現等龍奉拝今
において卸合する．

圏するために.壷睡胞から麺鈷果報告までの牧呪
について紹告させた．

大販窟低 神F地蔵 本庁 刑奉 旧1その他

避判所支給畑束にｲﾝｽﾄｰﾙされた音声毎津ｼｽ手
ムに砿存されているn人辱閏専鹿側が事件唾定緑も
燭まされずに樺礎れているものがあっ筵奄己垂室
《平成29年6月31日付け鉤蘭周長電■｢厨隆等翻
係人の母国.供述牢の配偉鹿体への係秤専に■する
■霧の取担いにつ31て｣便僚3の宜酬Z）

もことを微応する必要がある． 昂間記卸の澗玉の必要性等について翻下嵐貝に周知

§総溌鵜認諾職藤職哉
、しさ狂人旬回専田僅洞去の殉、■を蜘推． ．

睡するために.査霧実臆から表預唇東鞭まであ顧更
について■告させた．

大置毒P 大津地■ 本庁 洞奉 {4曙の他

ているものの‘一団の混卸について,マスキング処理
が未了の官甸などがあった．

ーー■ ー ー一F■毎ママーーマーーーーーーー･‐～ 犀風'三河し｡樋匡■報で理の軍■や亘要はについて

脱鉦て.必要なマスキングの鋼れが生
よう注、頃配し.秘座慣輯甘辺の宜伍を
導した．

篭幾階
申合せに.マスキング処理の園のn判官と事前協堪
ﾏｽｷﾝゲをした犀に担当害記官による曽皿裁判官
による車後堕座主任纂鹿官による再度のﾁｪｯｸを
行うことを切巴し.事務紐…微唾固ることにした.←

1

g鴎一F”■ー？画叩…ー”－，画＝vJ堅面堅唾在起

囚するためI二.査察実篤から丑霜鯖果報告までの横呪
について報告させた。

大醸海蝕． 神戸家裁 本庁 少年 101その他

掴匪爾和の戸埋について.申合せに碁づいた■用をL

ているものの,一己の配蜘ごついて.ﾏｽｷﾝゲ処璽
が未了の香掴などがあった．

掬駆ご理■貝における鐙壊的な翻下扣郵をfﾃ壱た5
ーーー毎－一~■ー｡ｰ毛守 一一マローーも”ダローワー画夕OB昼

定の要点及び検討Lた内容を偲告させた．

大崎左鉛 大津車戴 本庁 少年 14謄の他

ているものの.一旬の麗伍につL淀.ﾏｽｷ彦ｦ昼誼一
が宋了の毎釦埜があった．
ｳ

を改めて蔑威L内壁独実に理解し，取扱いを失念し
“､よう扣導した．

餌■の巴賦方途についてば0■判官と速やかに笛魔し
て故eする予定である．

届遠路『少年車件に国する客■のわ考害式鞠の見直
Lについて｣に基づく.■害の鹿■方睦につき.裁剰宮
を含めた協■を行った偽果について田告させた。
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【入力上の留意点】

顛似の櫓摘事項をまとめて分析する場合など.複数の楓をまとめて鹿飯する必要がある増合であっても,セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。
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査察庁名 被査察庁名 本庁･支部 事件糧別 査察事項 掬摘事項
●

腺囚郡 事覇処理上の改菩筑 ﾌォローァップ 備考

大医地璽 大阪地浬 支囲等 民事 なし
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０
０
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可

。

６

４

マ

リ

Ｌ

■

■

１

１

１

１

４

■

■

Ｐ

■

■

■

■

§

■

■

■

●

凸

Ｔ

０

ｂ

■

９

０

ｒ

１

ｑ

ｄ

Ｆ

Ｉ

ｂ

０

。

０

４

■

０

１

１

Ｊ

凸

里

Ｉ

ｑ

ｑ

Ｇ

４

ｑ

■

■

５

９

０

且

■

Ｂ

Ｉ

Ｏ

■

■

○・



一

(別紙3〉

【入力上の留意点】

頚似の指摘事項をまとめて分析する増合など.複数の掴をまとめて配城する必要がある塙合であっても,セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な記職方法は別濯の入力例を参照してください．

平成30年度書記官事務等査察の査察結果報告書

(最韓三〕

登察庁名 被査察庁名 本庁･支部 事件樋別 迩察事項 指摘事項 謀囲辱 事務処理上の改善策 フオロマップ 備考

大唾威 去匿で園 支翻等 家事 【4】その他

再閥示希画甲出がなされてLも住所に宛てた特別逮

逮忠便が.rあて所に己れあたらず｣との田由で返戻さ
れたが.当肢住断畝配蚊された宛名囲軽と璽疸品名
鄙塞筵竃唾を封迩が.ﾏｽｷﾝグ処理すること
なく亭件配鳳の表緩毎分に仮固じされていた．

キング昂理するという事務ﾌﾛｰが通産されていなかっ
た』

マスやグ母理の■戻性径改めて困釦L,非閣示轆
望の申出がある堪合には,例外なく即時にマスキング
処理の上.葬開示■■ロに項■ずるよう掬導した． 繍蕊灘職鰯謬蕊I

貝又は係■配宙導と面餓する中で"し.題五の撮導
を行っていく予定である．

』

旧

司

■

ｂ

．

７

２

０

日

大唾釦 大醗蜜釣 支部等 家あ 【4曙の他

平成30年4月に亘督人から擾出された駆告香餓ぃ
ずれも事件鹿鋒に概餌されることなく､クリアﾌｧｲﾙに
入れた状態で本件記鳳に挟み迅まれていた．

■

事件記蜘三田り込むべきところ.長期間にわたって■
覆されておら覗露卸■威透遍の基本的な珪念が微車
されていない上陽矢防止の忽繊の延さがうかがわれ
た．

函るよう求め.紛失防止の怠腫を改めきせ引鐙ぎ
を受けた橿出書聞は.速やかに事件配輯晧哩り込むよ
う抱導･世塵02-上＝

1当密等から揖出された事件因係書賦賎紛失防

止の観点から事件毎jﾆｸﾘｱ方ｲﾙに入れて担週香．
蹄に引き継ぐが.問ﾌｧｲﾙを引き屋い鰹担当書龍
宮は.速やかに事件毘侭に■ﾘ込む．
2未醒の事件関係ご窟があるときは.混録青寝紙
芽に未処理の内容を明示し､配録画劫一内で仕分け
をするなどのエ夫をし,遼やかに姐理を行う．

互配の政己寅の翼厘について.定囿･不定期に裾告
されている支翻の夷愉佃告の中で報告させるとともに．
次席”官が定期的に支郁に出向いた犀に.管理団
貝又は係書配官等と函斌する中で砿配し､遷宜の描導
を行っていく予定である全

大曄鼠 大臣家戯 支部等
D P

家事
13淳件の遭行管

町g必要姉報の
禽有に関する事項

一一一一一■ ー＝－ーP寺一マー▼~■ ■ーターーロロ’■■■■■■■■■■■

■■■■の事件について.汐洵方件の透行管瑠が通
切に行われていなかった．

繁忙を理由とLて.、後見専重督の処理が後回しとなっ。
ていた･ ．

'二.担当谷妃官が繁忙であっても.係全体でﾌｫﾛｰを
行い‘同臣個において.定められ企後回踏智の進行管
霊■底するよう柑導した．

されている支郁の実俄鱈告の中で報告させるとと紐こ．
次席毎箆官が定顛的1こ支鯨に出向いた際に.函鹿
貝又は係毎厘官等と因観する中で蓮種し.遺宜の掬専
を行っていく予定である．

また°毎月.本庁から支卸への情報捜供を行ってお
り.左巴の改讐策を含めて.支邸の事■処理において

p考となる愉佃や資料鱒があるときは.逼亙狸供して
いく予定である．

大露奉釣 大晒牽鐙 支部等 少年 (4圧の他

社会配録出納簿‘事件配仰出納鱒の返逮欄の
配聴酒れが複駁あったので,通運遠反(平成7年3
月24日総三露14号総羅邸異蚕寂睡第1の4の
(1X鋤)を招摘した．

常に配録の授受を鰻簿に配載して行い.配録の
所在を客観的に明碗にすることによって妃録紛失
等の過璽歩訪'卜,するという通塞の趣旨についての

理解又は窓直が不十分であった．

超毘抱摘車項記丘の通達の存在及びその屈旨査改
めて抱導L･麗鋒の逮函を丑けた念は.その侮度.確
実に運迅楓に所要事項を餌入するよう抱嘩した.また．
腿録遍逓者も.その個戟を欧麗するよう
後は‘毎週初め定期的に係事覇官が出謡脇
れの有蕪を随画し,その鮪県を笹理琢貝(害記官)に
報告することとした．

従前より.次席a鹿官がzか月に一向”岱壷期的に
支侮へ出悪して‘管理唾貝を中心に妻蝉寧日上宝旦交
損を実飽していたが.今後は,その機会'二幌卿の錨理
状呪の砿厘を行い.その他の車務処理についても彊釦
等の圃行状況をヒアリング寸悉写些とL全含 ．
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(別紙3）

一

平成30年度書記官事務等査察の査察結果報告害

+十 三-二ﾄ
(最絶三〕

■b‐‐‐っ一ー＝再…尭氏■ 、

類似の指嫡臨項をまとめて分析する唱合など､複数の楓をまとめて配範する必要がある場合であうても，
その他の具体的な露戦方法は別添の入力例を参照してください。

L ・

セルを結合せずに‘同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
~●

査察庁名 被査察庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 招摘事項
● ■ ■

裸阻等 事涜処理上の改善蹴 フオローアップ 倒寺

京翅摩駿 京都蜜避 支卸弊
郵便切手
いに閏する

岫
扱

‐
ｉ
Ｉ
岫
応
癖
‐

庫亭

１
１

止招■管扇じる必要があるところ.管理段のロを閉じて
型望丞国室されていな'屯のが易罪醗翻董眉
(B鼻逼迅鹿鋪3の4)】． ．．
･追納された郵便切手について.園幹管理鐙の箆畝が
｢受領』となっており. 『予納｣『受圃』となっていない【規
砠遍反〈予鎗回便切手の取担いに間する規程第4
桑)】．

･支甸から本庁の家載画盃官へ過再が提出L危害
面を配送する坦合に.当事宿が予蛸した郵券を使用し
て送付した．

についてはこれ錘から亙れて周知を行っているもの
のL予納邸便切手の取扱いに田す悉詫蓮痢調f悪
職日の瑠卿または狸伍都不足していた．

= ー= ~ー ー = 一で ローマ｡＝ーー一一巳一元

ﾐ→ｲﾝゲを通じて再度"L・予納郵便切手の函正
な攻扱いの徹底を回るよう扣導した．

－ー■■■ローローロローーーーーーー唾刀画＝万画5－~寸一

抱摘車項に閲Lて事翻処理■勢の見直しや職目の正
殿哉革等についての改昏軍を随樺した．
管恵支配には京色翼傭宋経破の画風凱頓些画踵唾
される実憤辱もふまえ.今縫文翻支擾強化の取組の
中で.紐り五L■会を股けて竃見交換するなどして.壷
正な予鹸郵便切寧の取堅､が定差するよう努めていき
たい．

家輔啄裁 京卿率戴 支邸等 (4)その他家事

マイナンハーか匪胃れた暮団の取扱いについても

過庁で定めている『秘匿愉報及び個人番号の取扱い
事密について』に津反し電当軍者から堀囲されだﾏｨ
ﾅﾝバｰが肥敏された五泉■取累にﾏｽｷﾝグ処琿を
するなどの楢■を■じることなく.反対当事者にその害
面写しを交付した．

の取扱L,と同樋に.■堪において日ごろからミーディン
グ等を通じて事蘭処理上の宙怠点を穂豚するなどし
て･その■要性や厘魔共有を囲っていたところである
が･担当老の注危力が不足している坦合ぶあるこ勘『
判明Lたことにより.マイナンパーの取樋L唾より遥切
に行うため.事厨ﾌﾛｰの見直しを行うことが必要であ
る．

を利用して砿酎る勉跨を吾たに揖慶L‘マイナン
パーが里竃されている可鮪性力喧0屯面については
物段の注竃を払って事協を行うこととした．

閲する留竃事項を再重露し;今筏の車窃ﾌﾛﾓ次の
アないしｴのとおり唾副-たこ
ア里貝は‘良出客圃の受付時(B送拠出を含む).鯉
出毎因にマイナンパーが記載されていないかについて
鯖たに作成したﾁｪｯｸﾘｽﾄを判用して唾する.特
匡匝泉徹頃扇や住昆鳳専.マイナンパーが望位され‐
ている可能性が寓L喧面について＋分注定を払う．
ｲｰ亭件当事寺から客団が飼停期日尋で曽面彊剛され
た厩に.掲出考に対L‘マイナンパー及び秘屋粘望憤
杷が歴敏されていないことを菌狸することを固体婁員も
含め倣酎る．
ウ位判所駒用弓(固仔相手方を含む)に対し､恒金が
らるごと幅交付用の津竃唄蕊室画を葵付ずるな酉[そ
唾喚起を行う．
エ従薗,s毘宮理ご掲示していた掲示用錘唄起■
函を画停亙内にも掲示Lて注念噴遍を図る．

唾宰圃 京都幸壁 支画噂 少年

唾し

＝

ー一一一→一
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(別紙3）

平成30年度書記官事務等査察の査察結果報告害

(最総三）

L

L人刀エの開意点』 、

類似の指摘車項をまとめて分析する場合など･複数の欄をまとめて配鮫する必要がある場合であっても.セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な記敏方法は別添の入力例を参照してください。

壷察庁名 被査察庁名 本庁･支部 事件種別 壷察事項 掬摘事項 腺囲等 事務如理上の改善館 フォローアップ 備考

神戸地鼠 神戸地色 、支郵等 民車 【4曙の他

砲を崎めることなく肥銭して配虹しており.田途年度ご
目こ作成されていない.②返■予宝年月FmE■垣が
なく.通達に定める概式と具なるものを使用してL,る．
《【通達糞反】⑪二つき.嘩件田釦の保管及び送付に
関する事塞の取扱いについて』〔平成7年3月24日輝
三癖14号、覇鳳長逼ョ)配第1の41孔②につき,同
識麺璽鰯1の剣1庁〕 ， 。

一守口一一ーー.ーローー－G－一G－一▼＝ーーe－UF"ーー①

同塗年度の縛了n点で接簿を鱒めることを遍守する．
醒遠に定める犠垂使用ずろ必要都ある．

知し.■通逮に定める橡式を使用して旬睦年度ごとに
作成するよう改めた．

軍■鞄皐の轍皆を求め.改召涜であることを砿麗し
た． 。

神戸地戯 神戸地載 支師写 民事 【4圧の他

=一マー ーマー マ = ーー専一一一＝で= 一一ローーーー■一ーロ － ■｡､一一

保管期間について.上瞬がなされた場合の係ぜ期間
の終期を上訴宮崎了の日から1年と風解していたた
め.本来の保管期間を経遇しているが.燗去されてぃ

鰯綴繍溌制繍謡#騨箪
プ岬への紀銀の早鐘岬1号ついて』別経戴2の劃21及び
'6)）

ー一旬一一＝■■~‐■ 守一甲一一一F．－－ー一F辰一 ■～ｰ‐＝

た． 葛連絡の内宙を再…･理風させ.敬聾するこ壁目
知･朝唾q-たご

た．

神戸電種 神F地蝕 支田等 刑畢

なL ・

ー
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(別紙3）

平成30年度書記官事務等査察の査察結果報告書

(段総三）

1人刀上の圃慈点】 可

類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の楓をまとめて配鮫する必要がある場合であっても,セルを緒合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な記較方法は別添の入力例を参照してください。
L 9

査察庁名 被査察庁名 本庁･支部 事件狸別 査察事項 掬摘事項 課題等 事覇処理上の改善錆 フォローアップ 儲考

神戸索域

|－~~I｢

神戸家鯉

－－可
ト

文箇導

ー一言一一一-01

家事

！1

'1浮輪郵匝切手
の取扱いに個する
事項 ．

！

ー■ 一一園■罰＝”一一Brーー－■ずもa－雨疽｡〃Dご凸……

事件》における予勧郵便切手管理袋の配重について．
A奉件終局後,A事件の嫡要梱に｢B事件へ移配』と．
B事件の嫡要欄1こ噸事件から移配｣とそれぞれ配敏
し.A事件の残郵便切手をB事件にその窟藻引
でいるものがあった.A事件では一旦予納者に
B車件で新たに予納を受けるぺ倉である．

職

一理一曹一ローーロマ、､四一厘口〃づもし~pWW申延扉

が不足しており.通逮等の内容を瑠解させるための取
組等が必要である． ．

定見変換を行ったり,大嘩戴作成の郵尋通運ｸｲｽﾞ
を利用するなどして理解不足の解胴を図る．

五五頭庁に刃し‘1月31日までiこ且再憤の改響の定
箭伐況を報告するよう門示している.また.その筏も定
卿的に圃認を行い.他庁の取扱噂で参考にな識のが
あれば提供する予定である．

神戸家a 神戸黛載 文飼辱 左事 【4淀の他

て.その後定期報告が援出された廊に.当蝕葬関示愉
随をマスキングLない“つづっているものがあった．

壷V廓叩宕守畑＝6尺”…ユーじ･Uｰ＝b■L鋲哩”一展5－E

どまり.その■旨や■逗栓.を十分に理解していなかっ
たため.蓮狸献不十分塗った..

いての申錘の陵み合せを行うなどして.その画解の
微鹿を因るとともに.ロッカー前ミーティングの露に..弊
開示巷■郡ある肥蝕を捻出Lて.非囲承翰更値砠の
取扱いに乱､ての申合せどおりの処理がされて1，るか
串か定期的に砿田なる．

若伏現を鯉告するよう梅示Lている.また.その後も定
観的に独浬を行い.他庁の取扱等で~I奉るものが
あれば提供する予定である． ．

神戸家銭 神戸家蝕 支部専一 家享 14濫の他

ず.申合せに基づいた処理が鍵ｵ唾いないものが
あった(E録壷麓の遇率者名の横に赤でr秘因｣のゴム
印なし.冑表紙に白地に樺文字で『⑭｣の壷示なL,予
納函便切手管理製に噛画ありj尊の付せんの貼付な
LL塁験客■のﾏｽｷﾝゲ処団なし.剛酬T為s‐
■■■の■■■■■■■劃■■■■■■■■Iご切り曾
えていない.『奪翻誇撞宙睦一頁壷､塞毎働字輯て
しておら斌葬開認虹棺報の右嬢の穂埋型"たの
か.飽紐空分からない.坤ﾀ．

つ
■
す

かつた． ． いての申合せの圧み合せを行うなどして.その砠解の
倣底を因るとともに.ロッカー前ミーティングの陣に.評
開示輪盟がある肥像を抽出Lて‘非閃示希塑傭報の
取扱いに乱､ての申合せどおりの処理がされているか
どうか定朔的に随厘施、

嗣童観庁U二町し. 1月31日配に丑頂風の改吾の定

楚桧現を楓告するよう桁示している.また.その後も定
期的に砿哩を行い.他庁の取扱等でp寺になるものが
あれば提供する予定である．

神戸家減 神戸家駁 支郁等 少年 14)その他

ー ■ I■■p･■ﾛ■■－ーーU一一＝ 可■g~Wg市一■Uー＝可下一口声p

匿刷所団員が座る鵠子が小槽干で残傭されても喝が．
危客行為防止の胆且から.小椅子書撤去することを検
肘するよう柑示した．

小栂子についてば.E蔀亀の凶固となり側るので．

喜判廷内の鍾別所範貝の椅子について.小椅子以外
の方慶宙検肘する必要がある． ‘

ち上げることが百易ではない.長倫子を残儲するEとと
した．

庚内に長椅子を塾■ずることとなつと。
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(最総三）

【入力上の留意点】 ー 、

顛似の指摘事項をまとめて分析する増合など･複数の梱をまとめて記鮫する必要がある増合であっても.セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのｾﾙに入力してください。
その他の具体的な肥餓方法は別添の入力例を参照してください。
L ・

査察庁名 披壷察庁名 本庁･支部 事件種別 登嘱事項 掬摘事項 媒題等 事務処理上の改唇蹴 フオローアップ 倒考

蜜艮逓壁 媛艮地裁 支鄙等 民事 なし

嚢良地飲 蛮良地鞍 刑亭 14時の他

ては．

唾｣及…:鯉jj蝋
年
ま

舟繍鯛難認瀧r鯛識f
が厚印することになづているが.それらの檀に斜堕を引
かず,麗印も押されていないもの【【檎酊駒■題遼璽？
の4（2）ｲ】 ．

分．
平風29毎歴分につ8,てはすべて是正を纏えた．
今後は.旺喰のある竹理鞄からの掬導や.手引き.丑
速の砿厘を行い.逼正に処理できる釣醍揖塗する．
ま上値庁の”いなども砿伍し､引鍵害に幡鐘の鹿
載方途について触れる。

服し,平成28年度分以前のものに
させ.忍宜.”状呪を■鹿する．

つし?ては面次是正
■

索白地壁 奈良地壁 支部等 刑毎 14だの他

I■‐＝ー－V一回一一一一■一一ワ田一＝ーQ‐~‐巴＝＝ビ、

いるのに.運廷事由を園嚢して退通を値Lていないか，
促したが,出納障上にその日の配載がないもの睡銀
像笹逼冤筑1の4(1江】

皿哩1-己LpLw郵悪午星q pu辻画円､固”51犀ご命十

分 いか.遍運予定日を経過して逗廻されていない浬鍾が
ないか■膳し,貸出審以外の者も含め相互に鹿録の
所在及び智皿を唾するよう是正した． ．
また.経験のある管理■からの拓導や,手引を.遥逮
の磁控を行うことにした．

一 一 画一マーー ー■一句一一一写

匿について脱瞬させた上で.管理方膿が定藩している
か華する．

ﾔ ｡



一

(別紙3）

ー

平成30年度書記官事務等査察の査察結果報告書

■
■
■
■
Ｆ
■
■
▼
１
日
卜
‐
Ｉ
，
ｐ
Ｌ
０
ｒ

(最蛇三）

L八刀エ切悶恵風』 、

類似の指摘事項をまとめて分析する場合など‘概数の欄をまとめて配戦する必要
その他の具体的な配駁方法は別添の入力例を参照してください．

■｡

■

がある塙合であっても,セルを結合せずに‘同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
し づ

査察庁名 被壷寝庁名 本庁･支部 率件穏別 査察亭項 掬簡事項 畷囲簿 事務処理上の改善館 ﾌオローアッブ 碕考

塞旦璽垂 票良家世 支郁等 ＊串 なし

蜜良家紅 窒旦宰壁 支郁等 少年 なし

｡
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(最鋤三）

L

【入力上の留愈点】

類似の指摘事項をまとめて分折する増合など,複数の欄をまとめて記駁する必要がある場合であっても.セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．
その他の具体的な記鮫方法は別添の入力例を参照してください。 ．

､

査察庁名 被査察庁名 本庁･支部 争汗硬別 査察事項 摺檎事項 尿屈辱 事務処理上の改善策 フオローアップ 働考

大津飽戴 大津趣蔵 支翻等 民亭
【1序鞘邸便切手
の取扱いに関する
事項

"司甲画一一一句｡F一一T■甲－0－ー~アーーーウヴ再＝両守一一

の以外のものである.事件のﾁｪｯｸｼｰﾄ.宛名ﾗペ
ルを入れてL喝ものが見られたく平成28年12月1s日
総扇局第三脚長事砲絡r『予舳■優切手の取扱いに
閲する規砠の竃用について』の－髄改正及び予軸易
便切雫に関する短範の里理について』鏑2の112,

= 守 一 一一マーーーーー ー ー■ーマーーーー

行ってい謎のの.規範恥多く.－釦の■貝について
は,規程.通遠までの実践はできている邸‘事窟遭総
レペルについての団卿卸不艮していた．

固知壱行った.命後とも全庁的具働期の引健車項にず
る‘日索のﾐ→ｲﾝゲにおいて周知を因る,査窮のみ
なら坂ロッカー前檎垂.首庫■記官専の検登におい
ても抽出唾を摘等Lて適正な取扱いが行われるよ
うに福専する．

■…ｰ■季ｰ勾詞■罰屋？兵＝里二軍DU Pマユー、辛口皐凹一

実行されているか.閃係戴貝に厩皿等が引き雄がれて
いるか.全休としても予納郵便切手に関する規範の周
卸を侮り返し行っているか.n日が理解をしているか導
を麺する予定である． ．

大家地敏 大津地裁 支部等 民事 14)その他

に.率件記録に輯てつすぺ唐財日観毎選付宮が輯て
つされていた． ． ．

函“写に■する逼逮の遍解や厘腫が不足していた
(当酎専が｡事件配侭に輯てつすぺ倉事件閣僚香固
の面覧睡ができない.さらには妃卸外毎国とLて観
廃家される可曲性がある.)また.園停事件における．
釦翼棺写の対象外となる,便偉外の■面につき,その
必要性についても害囮盲亭研の蔓理の視点から検肘
すみ必再鉱ある．

…砿斤におも､てばもこ堀症荷っていた.…配極

の末尾の蘇の分界鐘よる匡分に麺え.害面の■てつ
■所前後の毎面を政種し.掴てつ圏所に娘リカ吃L,か
を砿団するように倣塵すること塗った.宙た,毘録外
■函につも､ては．
けを銅てつするこ

必要性を検肘L･瓦に必要な害因だ
ととし,必要がなくなった宮岡につい

ては適宜鍵取るなど.厘娩外害団を魂らしし,輯てつ
の楓りが生じる可飽性を少なくするようにずることとL
た．

壷寮庁とLては.彼麦粛庁の改盤策に対し,記録外と
して微てつする香回については..魯田官のみならず．

千厩31年⑤月田に．■殉置丑爾筬へ飴ぞ．軍■策が

実行されているか.佃係■日に皿■弊が引き墨がれて
いるか.全体としても事件配侭の■画二間する規範の
岡知を行っているか,、■が国解をしているか等壱■
縄する予定である．

大津飽載 大津地紋 支部等 嗣享

なし

ー

~
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【入力上の留愈点】

類似の指摘事項をまとめて分析する塙合など,複数の棚をまとめて妃叙する必要がある塙合であっても‘セルを鞄合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください．
その他の具体的な記戦方法は別添の入力例を参照してください．

平成30年度書記官事務等査察の査察結果報告書

(最錘三）

査察庁名 被壷察庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 ’ 謀題鋒 事務処理上の改善旗 'フオローアツプ 備考

大津家裁 大議家蝕 支部等 家事 (4曙の他

出納瓢二代えて亀章ｽを利用してL喝が.〃南一ド
で紀録の授受を明らかにLているのみで.事件極働出
納嫁の記醒事項で
いない.【事件麗伺
扱いについて(H7．
浬第1の4便唾厘1

ある遮通予定日をどこにも入力して

2霞鰯…

ーー写P－マー､一一 一ﾏｰﾏ●寺一一一一■■ロロー■Ⅱ■■ロー可▽■でﾏﾏ■『■

Sで未溝事件を検索して事件配働の所在等を敏露し、
事件妃僅の所在の杷御はできているものの.退還予定
日を■記官が杷掻ぱいないことは事件個僅の保管率
務として不十分であり‘造行管理の面でも観磯な事理
にも影辱を及ぼすおそれがあるという竃厳が低かつ
た． ．

について鮪をし.本庁の取扱いを伝えて.改曽を徳示し
たところ.事件記蝿を貸し出す露に.電通予定日を馳
血L･M1N噸Sの客画提胤期掴管唾糧飽害使用Lて頭

迅予定日を入力Lてぜ理することとした． ．

王起のとおり垂画鱒に本庁の取扱いを閥会して．過砿

庁の我現に応じた改普嬢を検肘するよう扣導した.平
餓31年5月ころに実施予定のﾌﾎﾛｰｱｯブ壷索にお
いて改号状混を率する．

大津家戯 大津家裁 支部等 家事

12彫ステムに入力

する■■■■に登
載すべき傭紺に関
滝事項

狸
■
一
劉
印
２
溢
一

■■■■■倍民事趣判事轟支掴ｼｽ弘の
一の記憧装■に餌蝉する.』と定められていると
一．鈴入力していない｡‘【予納収
及び予納畳妃印紙の取扱いにっL,て(HZ3･
鷹一鷺137日号事鷺蜂畏壱蜜1胆算量の7111ウ
】 ． 。

マーーマ ザ ローロマロマー＝ロロマー▽～■ごロ匂一■一一､■ﾛ ｰﾏ‘■P ~

巴解が不十分な者がいた.具動時にきちんと引き鍵げ
ていながったことが鮪因と考えられる．

現在の理当言には0ミ→イングを実堕しても過洩の鱒

旨を理解させ.戌年後見専件マニュアル踊遍字画害を
再度配布し事趨フロモ確配させた.具動吟にも趣
に引き軽げるように手固客を函切に引き鍵ぐことで再
発を防止する．

~丁』巽凹、÷‐”一回1－~■〃縄吻グ可-画一Jフヂヱ承U~

おいて改替状況を破騨る． ． ・ ・

大津家蔵
◆

大津家裁 支部等 家車
驚幽豊
畝すべき愉紺に閲
する事項

数見受けられた。 ‘ . チェックのみだったことが願入力や入力混れに帯がつ
てL1ると考えられる.戒た.砥員の中には.険った愉翰
敵入力された増合の彩巴について理解が不十分な者．
もいることもｾﾙﾌﾁｴｯｸが十分なされていなかった
要因＝えられるQ

■‐q■ローーーーロTワーーマ コ■ｰ巳一一四一局■･■■『弱一一一■q､ｰp

各事件ごとの保存期屈を砿極の上‘正睡入力及び
佃像保存に付すことを徹底するよう摺導した.また.支
鄙において使用している事覇処砠要慨に車件鍵局時
の担当■毘官が行う事浄書整理Lた宮

手厩31年写郎ころに買畷予定のフオロマヴプ壷爾に

おいて改善状況を翰瞬る． .

大津家蔵 大津家種 支鄙等 家塞 |q曙の趣

が戦現を把彊するために儲え付けている逸行管理盛
侭畳舷されていないものがあった．

取立漢定辱の手麟の遅滞を防止するために自庁で憶
え付けて.主任害記官において.処理状説を把温し．
必要な抱導をするためのものであるところ.畳魅が濁
極いると状況の把圃ができず.享蕊遍滞を招くおそ
れがある．

とのフロゴこついてﾛ坦当書毘宮と砿窪をした.また． ､
月1．回.渭算率瞬ぴ納付事務について.主任書里
古が…ろごととする．

U曜画■子画”ーﾛ迫柔四が昼嘩ダ句凹一〃ツタ声舜U－

おいて改唇快現を鐘配する．

大津家鞍 大津家戟 支部等 少年

なし
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L

L人刀エの宙恵風』 ’ 司

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など，複数の楓をまとめて配戦する必要がある場合であっても,セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
その他の具体的な配戴方法は別添の入力例を参照してください。

査察庁名 被壷察庁名 本庁･支部 事件種別 壷察事項 指摘事項 畷題等 事務処理上の改善鎖 フォローアップ 備考

和歌山地蔵 和歌山地種 支部等 民亭
'1序輸郵便切手
の取扱いI望関する
本項

一一ウ ーーーーーーーーーー■ー一■ご－＝＝■ー■ー■■ﾛ■ー■■ー■

敏告が遇通用として艶便切雫を予納しているにも閲わ
らず,受領の付麗がされていない．
【壷逮違反】(受付分飽蚕頚、重垂の6）

てきているが.未鮭遍切な管理に対する冠囲が不十分
であり.引き経営.粘り強く邑唐かける必要がある．

宮が郵便切手を受個Lた屋あせj画蒄暫りあ置産F
ついて掬導Lた･

担過する漁場へﾌ可一ドバｯｸする予定にLており,こ
の内容についてもﾌｨﾖgバｯｸすることによりb逢窒国
起する． ． 、

平成31年S月頃に実施予定の客記官事務唄壷にお

蟹溌検規零奮璽麗し．●要I二応じて麹魂ずる予

卸晩91唖塑 駈垂山地裁 支包輔 民亭 '4謄蝿

決定については｡いわゆる『碇定』の概念がないにも別
わらず.億個馴三輯てつされていた保全庚定の原本
に,遥轍翫圏亭件用のゴム印を用いて.正本送逮年月
日を付記し,盛定の日付を肥入していた(なお,瞳定日
欄に事件完結事由の日付を付狸することが考えられる
が｡係全事件では‘選頭日の付極力嘩件完結日となる
ので.敢えて配鍾る必要はない.)． ‐ .
【筑程及び遥遠逮反】(事件箆録等癖規租凍7条及
び平成4年2月7日付け総三第8号事厩健長佐命通運
『事件鹿撮専保存規租の重用について』藻3の3餌】】〉

とから各事件の理解が途みにくいという狸遍があり.特
に保全車件『虫事輝も少辱<唾鑓堕部上がりにくし蓮
とから.適宜.本庁に厨会する専して■堂に処理ﾂる
必要畝ある｡ま穏付Eに田する危繊力嘘<､竃解が十
分でI鈍いの'零密処理を行ってし函ている．

ー一ー一ロョーーマーー､一子一一手■○一■ニーージーーー

保全浅定原本の付毘の方法を担当■貝に扮導すると
美に.支鄙鱈おける項解度の向上が囲麺な実傭を踏ま
え,今後,問犠の駆りが生じないよう,民事保全事件の
原本付配をする犀に賎蚤希豚聡車件用のゴム印を
使用しないことにした.併せて主任毎鴎官による肥像
の査囲においても.保全湊定原本の付厘を画極するこ
とをL先言

査察後.本庁民草部から偲録等保存親租の解釈等
を堅題Lた内容について豊触支部に対して助言した．

担当する睡増へﾌｨｰパｯｸする予定にしており.こ
の内容についてもオードパックすることにより.注車喚
起する．

平成31年5月頃に実施予定⑳害紀官事務■劃ごお
いて0改唇概況等を堕鎚し必要に応じて指導する予
定である．

また.恨碑随栗の関係通逮の理解が進むよう.管内
の侭廷事諮を理に担当する職目向けの当庁の研修内
容を工夫する予定である． ，

和蜘1'逓愛 和敏山地裁 支部等 民事 '4馬の他

P1コ班1J－rU翫貝星r官ローD囚醒ごqLE四『角齢写ﾛロ期4

する血下げ遥釦の印影力嘩窃官のものであうたが.■
釦は‘害紀官が行い.害飽官が顕晦卜明らかにすべき
である｡

【規則遠反】(民執規則3染1項.､民露纏則4乗2項）
d

C

お

ら,事涜官1割月助させている＆､う現状のとおり.亭審
処理をしたも⑳であり.改めて基本
の理解を逆める必要がある'

的な香記宮事務へ

ﾏｰ ﾏ ﾛ 一ー一戸ロ 一一守

験都弓等に脱明し,掘専した．

当蝕部署においては.改めて基本となる根拠等を随
腿の上,空配官が厘印を押す事務処理方法に改著し
た｡また.異動期の祀務導入研修や担当右の交代時
に事務処理方塗を傘押ししていくことで再見を防止する
ことにした6

担当する融増へフィードパッ売る予定にしており;こ
の内容についてもﾌｨｰドパｯｸすることにより.建冠墳
起する.．

平庇31年S月頃に実施予定の客配官事溺函査にお
いて.改巷状理等を準し必要に応じて梅廟する予
定である．

釦壁⑩吐豊 迩壁,I『地金 支舗等
■

民事 '4淀の他

早一守司＝－句■ママ＝■ー可一子 口 Tー■■ー■で F ■ F

さｵ亜いない．
■｡ ママで一一一

[逼通迩反】(『平成4年8月Z1‘日付け緯三節堂8号韓
藩局長圃還『幡旬銘累の僧付け票こ間する率圃の取

翻爵瀧溌溺鰡鍋騨臓儒s
幌錬臆累の蟻付け等について』の記篇2の1』） 。

ー,一宇画一=弓1■■ーF了乙弱ー ｰマローヮーーー~ー一ヶマロ■■、

とから事秘処理方途の理解が遼みにくいという坪囚紙

あり,隆廷亭蘭のうち.特に俵薄浦票通速に関するヨ
解は逮みに<L,ことから.壷露や研修弊を通じて理解を
還めていく必要がある．

一一守 一画 ＝＝一 ■■■ 一一■ずー■q－U ■②…■F一句一一マーロ 『

回.猶檎のあづた年度及び通去の毎蝕がされていない
年度の相傭舘纂僧付経過郷に畳載L･修正した.ま’
た,今後.同様の隈りが生じないように後任坦当君へ
の引磁奉項とLた． ．

担当する厘増へﾌｨｰ獅勧ｸする予定にしており.こ
の内容1こついてもﾌｨｰドｯｸすることにより.逢董唾
起する． ．．
平成31年5月頃に実範予定の宮記宮事秘圃査にぉ
いて.改巷状況等を”Lﾛ必要に応じて梅噂する予
定である．

葱内の訟廷卒務を理に担当する庫貝向けの自庁の
研修において.幡錬餓粛の閏係通遠の理解が途むよ
う.楯魂する予定である．

和歌山地霞 租歌山地敏 支鄙等 嗣事

なし
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<品健三）

L

Lノ、“一哩画思郷」 ・ 可

騨鯉溌稚重堂E錨鷺強倉挫忍釦欄霊とめて記駁する必要がある場合であっても.ｾﾙを結合せずに.同じ内容をそれぞれのｾﾙに入力してください．
その他の具体的な記載方途は別添の入力例を参照してください。

査察庁名 被壷察庁名 本庁･支郎 事件種別 壷察事項 指摘事項 煤題等 事鰯処理上の改善餓 フオローアップ 償考

和FIlI申壁 和歌山家裁． 支卸等 家事
11浄納息優切手
の取扱いに凹する
事項

守 一子 一 一▽画 一句マーーーマq一一一ー■－－マーーロマe■ー

侭の引鞄ぎがあった犀に.予納郵便切手管理愛上に
『予輸郵便切手残裁宣阻④』と唾する処理及び首席
春厘官宛ての鈷果報舎がされていなかった．

｢予納郵便切手の受個畢趨.使用事跨及び逮納車箇
に優る主任容記官の柿■並びに主任宮飽宮尊による
菅唾行為に対する検丑に乱､て｣について周知を行っ
ているものの.同事窪迅絡の理解がn日に浸週してい
極､つたため,漫透させるための取紹専卸必要であ
る』 ．

匡起卒観卸兄について.ミーティング辱の万屋により改
めて同知L,■貝に浸透させることを因る．

瀧認鯉襲鰯鴬･”に事”脇

勺

和殖nh華璽 和歌山家我 支部等 家事 14淀の他

れていなかった3【通遠遣房草鼠4年頭罰百肩仔あ
事職旬長透速.何日付けの鹿穆巴昼壬垂亜呼成堂3
年3月28日付けの事繭峰昼蜜謹］

垂配逼迅について因皿を行っているものの.厘員の国

侭が不足しており.菌■の内容を垂解させるとめの取
組等が必要である．

－一一一一ー一一一‐－F－ママーウマq■~■一面ごロー＝可9－ー

畝をさせ.具画期でも砿実に引厘ぎすることで.罰れを
防止する．

吃めに事務改唇愚告客を提出させ.改已されたことを
重哩L進二

和散り唾璽 和歌山家鞍 支部等 家車 M1その他

垂荊■卑粂唖ソ”叩亭一匹画7③f貝侭壷卯醇面＝

れがあった.旗た事一観網届目録記蚊の毎号と原木
に付されていた番号に画超があった．

=一一~~ローーーー_ローーーーーロ =一言一一一一一ーーで一一一■

十分であり.■切な唾ができる事箱フローを磁立す
ることが必艮である．

ー一一F■■可■■守守一、＝マp~一一■”グー昼…ご理■一”

引風■鱒に鹿■をさせ,具勵期でも画実に引鯉ぎする
ことで,竃れを防止する守

ために亭窃改曽鞄告宮を掻出させるとともに.具n期
におげる孜実な引値ざのため,事蘭引樋復等への配
載を抱示L,改瞥されたこ準趣回した．

血敬01曄璽 血争11画望 支釘導 少年

なし

、 ＝


